
 

熊本県立総合体育館の一部利用再開について 
 

新型コロナウイルス感染拡大を防止するため、熊本県からの指示により、休業しておりまし

た一部の施設を令和 2 年 5 月 17 日（日）から利用再開いたします。 

（ひばりネットよやくまくんによる予約は令和 2 年 5 月 15 日から可能です。） 

なお、利用再開にあたっては当面の間、感染症対策を徹底することから、別紙「感染防止

対策チェックリスト」が条件付けられています。ご理解とご協力をお願いいたします。 

また、今後の感染状況に応じ、予約が取り消される場合がございますのでご了承ください。 
 

利用再開施設及び利用制限等 

施 設 名 感染防止対策（利用制限等） 

大・中・小体育館 

・1/2 面までの利用 

・扉及び窓を常時開放 

・観覧スタンドでは密集、密接にならないよう注意 

会議室 

・1/3 会議室は、１２名以下での利用 

（2/3 会議室 24 名以下、全会議室 36 名以下） 

・扉及び窓を常時開放 

和室 
・7 名以下での利用 

・扉及び窓を常時開放 

大体育室 2 階走路 
・利用前の受付 

・密集、密接にならないよう注意 

屋外 100ｍ走路 
・利用前の受付 

・密集、密接にならないよう注意 

 

 

休業継続施設 

・トレーニングジム      ・屋内プール      ・更衣室      ・幼児体育室 

・資料室（授乳室は利用可）  ・ラウンジ  

 


